
と
を
条
件
に
公
募
型
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
※

と
し
て
募
集
す
る
も
の
）

【
論
点
】
今
後
の
手
続
き

•
条
件
の
最
終
的
な
担
保

は
、
契
約
書
に
ど
の
よ

う
に
記
載
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
今
回

は
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
コ
ン
ペ
と
し
て
募

集
し
た
い
と
考
え
て
お

り
、
様
々
な
企
画
が
出

て
く
る
中
に
、
条
件
を

ク
リ
ア
す
る
企
画
が
出

て
く
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
。

•
既
存
建
物
の
活
用
を
考

え
る
が
、バ
リ
ア
フ
リ
ー

で
な
か
っ
た
り
、
間
取

り
が
現
在
の
使
用
に

あ
っ
て
い
な
か
っ
た
り

と
い
う
こ
と
で
、
建
物

　

各
委
員
会
の
委
員
長
報

告
の
後
、
採
決
を
行
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案

の
意
見
書
に
つ
い
て
も
可

決
し
ま
し
た
。

※
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ

と
は

　

物
品
購
入
の
よ
う
に
金

額
で
判
断
す
る
の
で
は
な

く
、
対
象
に
対
す
る
発
想
・

解
決
方
法
等
の
提
案
を
審

査
し
、
選
定
す
る
方
式

ら
に
整
備
す
る
予
定
は

な
い
。

◆
議
第
１
０
９
号

町
の
区
域
の
変
更
に
つ

い
て

（
高
山
駅
周
辺
土
地
区
画

整
理
事
業
の
施
行
に
伴

い
、
昭
和
町
１
丁
目
な

ど
の
町
の
区
域
の
変
更

を
行
う
も
の
）

【
論
点
】
地
元
町
内
会
の
同

意•
関
係
す
る
７
町
内
会
す

べ
て
に
説
明
を
行
い
同

意
し
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
意
見
に
つ
い
て

は
特
に
な
か
っ
た
。

　

Ｐ
４
を
参
照

【
論
点
②
】
関
係
者
へ
の
周

知
方
法

•
広
報
た
か
や
ま
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
チ
ラ
シ
で

周
知
を
行
う
。

【
論
点
③
】
違
反
物
件
に
対

す
る
罰
則

•
こ
の
制
度
で
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ

と
の
み
で
罰
則
は
考
え

て
い
な
い
が
、
消
防
法

違
反
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
従
前
か
ら
行

政
指
導
等
を
行
っ
て
い

る
。

◆
議
第
１
０
６
号

指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

（
一
之
宮
町
の
分
水
嶺
公

園
な
ど
の
指
定
管
理
者

を
指
定
す
る
も
の
）

【
論
点
①
】
指
定
管
理
料
の

減
額
理
由

•
草
刈
り
等
の
経
費
を
こ

れ
ま
で
の
実
績
に
基
づ

き
、
指
定
管
理
者
と
協

議
の
上
、
減
額
し
た
。

【
論
点
②
】
施
設
の
周
知
や

今
後
の
整
備
の
考
え

•
ス
キ
ー
場
と
合
わ
せ
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
、
周
知
を
図
っ
て
い

る
。
今
の
と
こ
ろ
、
さ

文
化
ホ
ー
ル
の
指
定
管

理
期
間
の
終
期
と
合
わ

せ
４
年
と
し
、
次
期
か

ら
は
グ
ル
ー
プ
化
す
る

考
え
で
あ
る
。

◆
議
第
１
０
４
号

高
山
市
火
災
予
防
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

（
消
防
法
令
に
関
す
る
重

大
違
反
の
あ
る
防
火
対

象
物
の
公
表
制
度
を
設

け
る
た
め
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
）

【
論
点
①
】
公
表
の
方
法

•
公
表
や
削
除
が
即
時
に

行
え
る
こ
と
か
ら
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
み
を
考
え

て
い
る
。

を
解
体
す
る
提
案
も
想

定
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う

な
使
い
方
で
も
、
し
っ

か
り
と
提
案
し
て
い
た

だ
い
て
、
そ
れ
を
選
考

し
た
い
。

•
こ
れ
ま
で
交
付
さ
れ
た

補
助
金
の
う
ち
、
約
６

千
万
程
度
、
国
へ
の
返

還
が
見
込
ま
れ
る
。

◆
議
第
１
０
５
号
、
１
０

７
号
、
１
０
８
号

指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

（
モ
ン
デ
ウ
ス
ス
キ
ー
場

や
ア
ル
コ
ピ
ア
ス
キ
ー

場
、
国
府
公
民
館
な
ど

の
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
も
の
）

【
論
点
】
指
定
期
間

•
多
く
の
指
定
管
理
が
５

年
間
だ
が
、
ス
キ
ー
場

に
つ
い
て
は
、
取
り
巻

く
社
会
情
勢
や
ニ
ー
ズ

の
変
化
、
地
球
温
暖
化

等
の
状
況
の
中
、
経
営

を
見
直
す
期
間
と
し
て
、

指
定
管
理
者
か
ら
も
３

年
が
適
当
で
あ
る
と
い

う
意
見
を
い
た
だ
い
て

お
り
、
前
回
同
様
３
年

と
し
て
い
る
。

•
国
府
公
民
館
は
、
国
府

国府公民館（右）

パスカル清見を現地調査

分水嶺公園を現地調査
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12
月
20
日
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算
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員
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月
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日 

本
会
議


